
評価基準

（価格点：技術点＝１：３、得点配分：価格点１００点、技術点３００点）

Ⅰ　価格点

　　　価格点＝（１－入札価格／予定価格）×１００点

Ⅱ　技術点

基礎
点

加点 合計

1-1 業務目的 ○ ・業務の背景及び目的を理解した上で、目的を実現するための理念や方針が示されているか。 5 － A　　 ･ 　　E

・提案されている業務内容が目的と整合しているか。 － 5 A・B・C・D・E

1-2 業務内容 ○ ・委託業務の実施内容が具体的かつ詳細に提案されているか。 5 ー A　　 ･ 　　E

○ ・仕様書に示された内容の全てについて、有効な提案が十分になされているか。 5 ー A　　 ･ 　　E

・こども家庭センターの組織や業務を十分に理解し、目的達成のための効果的な提案がされて
いるか。

ー 20 A・B・C・D・E

・仕様書に示された内容以外に、目的達成のための効果的な提案がされているか。 － 5 A・B・C・D・E

1-3 実施方法 ○ ・目的、業務内容と整合し、効果的かつ現実的な実施方法が提案されているか。 5 ー A　　 ･ 　　E

・都道府県と迅速かつ適切に協議し、目的達成に向けた市町村の課題整理や市町村支援の検討
を支援するための具体的で合理的な方法が提案されているか。

ー 15 A・B・C・D・E

・目的達成に向けた市町村への相談対応などのコンサルティングの方法について、具体的で合
理的な内容が提案されているか。

ー 15 A・B・C・D・E

・アドバイザーの確保や、アドバイザーによる助言について、具体的で合理的な方法が提案さ
れているか。

－ 10 A・B・C・D・E

1-4 業務計画 ○ ・業務実施計画は妥当かつ現実的なスケジュールとなっているか。 5 － A　　 ･ 　　E

・都道府県や市町村への伴走的な相談対応を柔軟かつきめ細かに実施できる体制（人員体制、
指揮命令、手順等）が十分に確保されているか。

ー 15 A・B・C・D・E

・こども家庭センターに関するコンサルティングを適切に実施できる体制（知識・経験・実績
に応じた適切な配置、役割分担等）が明確にされているか。

－ 20 A・B・C・D・E

2-1
組織としての
事業実績

○
・組織として、こども家庭センターの設置運営に関するコンサルティング又はこども家庭セン
ターに関する調査研究の事業を行った実績があるか。

5 － A　　 ･ 　　E

・組織として、国及び自治体における、こども家庭センターや要保護児童対策地域協議会、児
童虐待事例に関する調査分析、コンサルティングの事業を行った実績を十分に有しているか。

－ 20 A・B・C・D・E

・組織として、市町村の福祉分野における包括的支援に関する検討や分析、コンサルティン
グ、伴走的な支援を行う事業の実績を有しているか。

－ 15 A・B・C・D・E

2-2
組織としての
情報管理能力

○ ・国、都道府県、市町村から提供される資料等の情報管理体制は十分か。 5 － A　　 ･ 　　E

・情報取扱者以外の者が情報に接することがないような対策を講じているか。 － 5 A・B・C・D・E

2-3 人員体制 ○
・業務遂行のための必要な経営基盤を有し、バックアップの体制を含めた十分な人員が確保さ
れているか。

5 － A　　 ･ 　　E

・各都道府県のニーズに丁寧かつ迅速に対応できる体制（人数、分担等）を組めているか。 － 15 A・B・C・D・E

・目的達成や業務履行に必要となる相談支援の従事者の従事時間を十分に確保できているか。 － 15 A・B・C・D・E

3-1 専門性 ○ ・こども家庭センターの組織運営や業務に関する専門的知識を有する者が含まれているか。 5 － A　　 ･ 　　E

・責任者は、こども家庭センターの組織運営や業務に関する指針と取組事例を十分に理解・把
握しているか。

－ 20 A・B・C・D・E

3-2 従事者の実績 ○
・責任者は、こども家庭センターに関する自治体職員へのコンサルティング又はこども家庭セ
ンターに関する調査研究を行った経験があるか。

5 － A　　 ･ 　　E

・こども家庭センターの設置や機能強化、要保護児童対策地域協議会に関するコンサルティン
グや調査研究を通じて全国の市町村の取組事例を把握している者を複数名配置できているか。

－ 20 A・B・C・D・E

・社会福祉分野での市町村への相談助言や伴走支援、調査分析の経験がある者を複数名配置で
きているか。

－ 15 A・B・C・D・E

２．事業実施主体の適格性

１．業務の目的、内容及び実施方法

40

35

25

提案書
頁番号

３．業務従事者の識見・能力

10

10

「こども家庭センター設置･機能強化促進（伴走相談支援）業務」評価基準表

評価項目 必須 評価基準

得点配分

採点欄

35

45

40

40



・事業年度（もしくは暦年）において、対前年度比（もしくは対前年比）で給与等受給者一人
当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】　10点
・事業年度（もしくは暦年）において、対前年度比（もしくは対前年比）で給与総額を1.5％
以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】　10点
・なお、当該項目による加点を希望する場合、別紙の留意点を確認し、(別紙)「従業員への賃
上げ計画の表明書」を提出すること

－ 10 10

計

（点数）　〔配分点が20点の場合〕A：20点、B:14点、C: 9点、D: 4点、E: 0点
　　　　　〔配分点が15点の場合〕A：15点、B:11点、C: 7点、D: 3点、E: 0点
          〔配分点が10点の場合〕A：10点、B: 7点、C: 4点、D: 2点、E: 0点
          〔配分点が５点の場合〕A： 5点、B: 3点、C: 2点、D: 1点、E: 0点

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼ
し認定企業）
・行動計画　※２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･２点
・１段階目　※３　（認定基準５つのうち１～２つが○となっている）　･･･４点
・２段階目　※３　（認定基準５つのうち３～４つが○となっている）　･･･７点
・３段階目　※３　（認定基準５つのすべてが○となっている）　　　　･･･８点
・プラチナえるぼし　※４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･10点
○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん
認定企業・プラチナくるみん認定企業）
・くるみん（平成29年３月31日までの基準）※５　　　　　　　　　　　　　･･･４点
・トライくるみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）※６　･･･５点
・くるみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）※７　　　　･･･６点
・くるみん（令和４年４月１日以降の基準）※８　　　　　　　　　　　　　･･･７点
・プラチナくるみん認定企業※９　                                　　　･･･10点
○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユースエール認定企
業）　･･･８点

※１　複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
※２　常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了していない行動
計画を策定している場合のみ）。
※３　女性活躍推進法第９条に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこ
とが必要。
※４　令和元年度改正法による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定
※５　次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代
法施行規則第４条又は平成29 年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定
※６　次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４
号の規定に基づく認定
※７　次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次世代
法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（※９５の認定
を除く。）
※８　次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第１号及び第２
号の規定に基づく認定
※９　次世代法第15 条の２の規定に基づく認定。
※10　内閣府共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認
定等に準じて加点する。

－ 10 10

賃上げを表明した
企業等

ワーク・ライフ・
バランス等の推進
に関する指標

４．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（※１）

５．従業員への賃上げを表明した企業等
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